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             沿       革                                
 
    明治34年 5月  静岡市銀行同盟会を組織。 
 
    大正 8年 3月  静岡手形交換所を設立、静岡手形交換所規約を制定し、手形交換 
         を開始。 
 
    大正12年12月  財団法人  静岡銀行集会所設立。 
 
    大正14年10月  静岡手形交換所法務大臣の認可を受ける。 
 
    昭和20年 7月  手形交換業務を日本銀行静岡支店に移管。 
 
    昭和20年12月  財団法人 静岡銀行協会設立。 
 
    昭和21年 1月  手形交換業務を日本銀行静岡支店より移管。 
 
    昭和34年 2月  静岡市追手町に会館（旧館）新築、移転。 
 
    昭和52年 1月  中町再開発のため、旧館より梅屋町仮事務所に移転。 
 
    昭和53年 1月  現会館新築、移転。 
 
    昭和56年 7月  焼津手形交換所、藤枝手形交換所、島田手形交換所を統合。 
 
    昭和59年 4月  静岡手形交換所規則を全面改定。 
 
    昭和62年11月  法人取引停止処分者照会センター設置。 
 
    平成元年 5月  榛原吉田・相良・御前崎及び金谷の 4未指定手形交換所を統合、 
                  川根 3町も含めた榛原郡下一円に交換地域を拡大。 
 
    平成10年 3月16日 浜松・沼津・清水・富士の 4法定手形交換所および掛川未指 
          定手形交換所を統合。伊豆地区未指定手形交換所（熱海、伊東 
          東伊豆、下田、松崎）参加銀行には「双方交換」参加を可能と 
          した。また、手形交換所不存在10町村（菊川町、小笠町、浜岡 
           町、大東町、大須賀町、佐久間町、春野町、水窪町、土肥町、 
          戸田村）にも手形交換地域を拡大。実質的に静岡県内全域とす  
          る。 
 
  平成12年 3月31日  熱海・伊東手形交換所廃止。 
 
  平成14年 9月 6日 松崎手形交換所廃止。 
 
  平成14年10月11日 下田・東伊豆手形交換所廃止により県内完全一本化。     
 
   
 
 



 

 

 

 
平成16年 4月 1日 静岡県銀行協会へ統合。 

 
  平成19年 9月14日 現会館 耐震補強・改修実施。 
 
  平成24年 4月 1日 公益法人制度改革に伴い、財団法人静岡県銀行協会から 
           一般財団法人静岡県銀行協会に移行。 
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